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総　論
〈外国人の活力を日本の成長へ〉
日本と外国との間で人の往来を増やすことは、経
済の活性化や異文化間の相互理解につながる。この
ような考えから、外務省は、外国人の日本への入国
や円滑な滞在のための利便性の向上を図っている。
政府は観光立国推進及び地方創生を重視してお
り、外務省はビザ緩和を進めている。さらに円安
基調の継続など様々な要因が後押しとなり、
2015年の訪日外国人数は約1,974万人に達し、
2020年に2,000万人という目標の前倒し達成も
視野に入ってきた。外務省は「世界一安全な日
本」を維持しつつ訪日外国人を増やすとともに、
富裕層、リピーター及び青年層の誘致など質量両
面で観光立国に貢献できるよう取り組んでいく。
日本経済の更なる活性化を図り、競争力を高め
ていくためには、国内外の有能な人材の確保が重
要である。「『日本再興戦略』改訂2015」では外国
人材の活躍促進が掲げられている。外務省は、そ
の実現のため、外国人材を受け入れるための制度・
施策が効果的かつ外国人材の人権にも配慮したも
のとなるよう、関係省庁と協力している。また、
外国人の受入れや社会統合に伴う具体的課題や取
組について、国民的議論の活性化に努めている。

〈国際機関と日本人〉
国際機関には、様々な国籍の職員が集まり、そ
れぞれの能力や特性を生かして、地球規模課題を
解決するために活動している。
日本は、財政的・知的貢献に加え、人的貢献も
行ってきている。より多くの日本人が国際機関で
活躍すれば、国際社会における日本のプレゼンス
強化につながることが期待され、日本の人的資源

も豊かになる。
外務省は、国際機関で活躍・貢献できる人材の
発掘・育成・支援・情報提供などを実施してお
り、2016年の日本の国連加盟60周年の機会も
捉えつつ、優秀な日本人が世界で活躍できる環境
づくりに一層積極的に取り組んでいく。

〈NGOとボランティア〉
近年、政府以外の主体の力を生かし、オールジャ
パンでの外交を展開する観点から、開発途上国など
に対する支援活動の担い手や政策提言を行うチャン
ネルとして、非政府組織（NGO）の重要性がます
ます高まっている。保健、水・衛生、教育、防災、
環境・気候変動や難民・被災民に対する緊急人道
支援など、日本が得意とし、国際社会に貢献できる
分野において日本のNGOが果たす役割は大きい。
外務省は、NGOを開発協力における重要なパート
ナーと位置付け、資金協力、活動環境整備、政策
対話などを通じて、連携強化に努めている。
青年海外協力隊（JOCV）やシニア海外ボラン
ティア（SV）などの、国際協力機構（JICA）ボ
ランティア事業の参加者は、派遣された国・地域
で、現地の人々と同じ目線で開発課題の解決に向
け一緒に汗を流して取り組んでおり、国際協力の
重要な担い手である。こうした事業に対し、日本
の「顔の見える援助」を体現する取組として、各
国政府関係者を始め現地の人々から高い評価と感
謝が寄せられており、現地の経済・社会の発展の
みならず、日本とこれらの国・地域との間の相互
理解や友好親善の促進にも大きな役割を果たして
いる。また、帰国したボランティア事業参加者
は、ボランティア経験を生かしながら国内外で活
躍しており、ボランティア経験の社会還元の観点
からも、これら事業の意義は大きい。
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〈地方自治体などとの連携〉
地方創生は内閣の最重要課題の1つであり、外
務省は地方と連携して地方創生支援に省を挙げて
取り組んでいる。国内では、地方自治体と連携し
て日本の地方の魅力を在京外交団などに発信する
「地域の魅力発信セミナー」や「地方視察ツアー」
などを実施したほか、新たに、外務省の施設であ
る飯倉公館を活用した地方創生支援プロジェクト
を開始した。また海外では、日本の地方自治体が
地方の魅力を発信し、地場産業や地域経済の発展
を図るための支援策として、在外公館施設を活用
した「地方の魅力発信プロジェクト」を実施し
た。さらに、東日本大震災後の風評被害を払拭す
べく2015年に新たに立ち上げた「風評被害対策
海外発信支援事業」により、複数の自治体と連携
してPR事業などを実施した。加えて、日本各地
の国産酒類を在外公館で積極的にアピールする取
組やODAを活用した地方自治体・地方の中小企
業の海外展開支援を行った。

各　論

1　外国人の活力を日本の成長につなげる取組

（1）成長戦略とビザ（査証）緩和
2015年の訪日外国人は約1,974万人に達し、
2年前に1,000万人を初めて超えてから更に2倍

近く伸び、2020年までの2,000万人の目標を大
幅に前倒しして達成する可能性も視野に入ってき
た。こうした中、外務省は2015年も、観光立国
推進や地方創生の取組に加え、人的交流の促進に
貢献すべく、2013年、2014年の東南アジア諸
国連合（ASEAN）諸国に対するビザ緩和に引き
続き、訪日客が多く見込まれる国などに対し、ビ
ザ発給要件の緩和などを実施した。具体的には、
1月19日から中国向け数次ビザ発給要件の緩和、
6月15日からブラジル向け数次ビザの導入及び8
月10日からモンゴル向け数次ビザの導入を実施
した。また、12月の安倍総理大臣のインド訪問
の際に、前年導入したインド向け数次ビザ発給要
件の大幅緩和を2016年1月11日から実施する
ことを発表した。
このように人的交流の促進や日本経済の成長に
一定の効果が見込まれるビザ緩和は、その一層の
拡大が期待されている。一方で、犯罪者や不法就
労を目的とするなど好ましからざる外国人又は人
身取引の被害者となり得る者の入国を未然に防止
するため、水際対策の一環としてビザ審査の厳格
化も行っている。外務省としては、「世界一安全
な日本」を維持しつつ訪日外国人を増やし、富裕
層、リピーター及び青年層の誘致など質量両面で
観光立国に貢献していくことを目指し、二国間関
係、外交上の意義などを総合的に勘案し、今後も
ビザの緩和に取り組んでいくこととしている。

ビザ発給数と訪日外国人数の推移
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